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令和８年  第２回 教 育 委 員 会  会 議 録  

招集年月日    令和８年２月１６日 

 招 集 場 所   日南町役場  第２会議室 

開    会   午後１時３０分    教育長宣告  

出 席 委 員  青戸教育長   西村卓也職務代行者   三森厚子委員   米積真紀委員  山脇亜紀委員  

欠 席 委 員  

   議    案 議案第２号 

 日南町立認定こども園にちなん十色山の上分園を休園することについて  

議案第３号  

認定こども園にちなん十色通園時町営バス利用要綱を一部改定することについて  

議案第４号 

日南町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について  

議案第５号 

日南町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について  

議案第６号 

区域外就学の認定について  

議 事 日 程  

議      事          の      経      過 

日 程 そ の 他 発 言 者 発 言 の 要 旨 

挨拶 

 

事業報告及び

行事予定  

 

 

 

教育長 

 

教育長 

 

教育委員  

 

教育長 

それでは、第２回教育委員会を開会する。  

 

※資料により内容説明  

ここまでの報告に質問はあるか。  

特になし。  

 

議事録署名は、山脇亜紀委員。  
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日程第１  

議案第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

事務局 

教育長 

教育委員  

教育長 

教育委員  

 

教育長 

教育委員  

教育委員  

教育委員  

教育長  

 

教育委員  

教育長  

 

教育委員  

 

教育長  

 

教育委員  

 

教育長  

教育委員 

 

事務局 

日程第１  議案第２号 日南町立認定こども園にちなん十色山の上分園を休園することについて  

※資料により内容説明  

何か質問はあるか。  

あくまでも休園という措置なのか。  

条例改正や県の手続き等もあり、休園という形にしていく。  

手続きは内々のことであり、町民はわからない。休園も廃園も姿としては同じ状況ではあるが、再開す

るという見込みがないのなら廃園にした方がわかりやすいのでは。  

あり方検討会の答申に「休園という措置を取り、園舎を利用していってほしい」という意見もあった。 

今回は地震の対応という急なことであるので、説明は必要と思うが休園でよいと思う。  

休園だとまた再開するという期待を持たせるので、廃園と言い切った方がよい。  

保護者との会を３回も開催した背景はどんなことか。  

保護者の意見をしっかり聞いていきたいという思いがあった。会で出た意見を事務局内で協議し、また

会を開催していった。会を繰り返していく中で休園という結論が出た。  

会の中で、保護者から期待の声はあったか。  

期待というより仕方がないという声が大多数であった。ただ、山の上分園の年長児は１名だが、本園で

過ごすことで、同年齢の友達と仲良くなり就学に向けてよい形になったというよい報告も受けている。 

登園時に不安がある姿は、山の上に限らず、初めて園に登園する時にはよく見られる状況である。そう

いうことで言えば時間が解決していき、慣れていくのでは。  

今は、山の上スペースや山の上デーがあることで安心して登園できている。今年度いっぱいはそういっ

た対応をしていく。４月からも心的不安がある子には対応していきたい。  

子どもたちの心の区切りをつけていくためにも、お別れ会などを保護者と一緒にしていくことで次に進

めていくと思う。  

それは必要なことであり、検討しているところである。  

２月からデマンドバスの対応をしてもらったことはありがたいが、ジュニアシートは全員そろって対応

できたのか。  

個々のものを家庭から持ってきてもらって、バスに装着している。  
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日程第２ 

議案第３号 

 

 

 

 

 

教育委員  

教育長 

教育委員  

 

 

事務局 

 

 

教育委員  

 

教育長 

 

教育長 

事務局 

教育委員 

教育長 

 

教育委員  

 

教育長 

 

事務局 

教育長 

教育委員 

 

教育長 

デマンドバスは子ども専用のバスか。  

一般の人も乗るバスである。直接園に送っていく家庭もあり、３～４名の利用がある。  

毎日のことでもあり、ジュニアシートを載せ替えるのが大変と思う。公共のものなのでジュニアシート

は町の備品で購入し、きちんとしておく必要があるのでは。通園途中で事故があった時に、ジュニアシ

ートに座っていなかったということがあれば町の責任になる。  

法律上、乗り合いバスについてはチャイルドシートやジュニアシートは不要である。ただ、実際事故が

あってはいけないので、ジュニアシートの装着をお願いしている。その方が運転手にとっても安心感が

あると思う。  

バスに補助員がいるわけではないので、ジュニアシートに座ることで運転手も安心して運転に集中でき

る。  

他に質問がなければ、山の上分園の今後についての方針として、休園を廃園という文言に変えていって

もよいか。  

山の上の保護者が「廃園」という言葉を聞いた時にどういうイメージを持たれるのか。  

事務局としては「統合」という表現を使わせてもらいたいと思うがどうか。  

賛成である。  

では、「令和８年４月１日をもって、山の上分園は本園に統合する」という文言に変更し、教育委員会

の方針にしたい。承認を求める。  

意義なし。  

 

日程第２  議案３号  認定こども園にちなん十色通園時町営バス利用要綱を一部改定することに

ついて 

※資料により内容説明  

何か質問があるか。  

小学生でも自分の降りる場所を忘れてしまうことがある。降園の時、降りる場所は運転手が把握し

ていくのか。 

そこは最初にきちんと話をしていく必要がある。  
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日程第３ 

議案第４号 

日程第４ 

議案第５号 

 

 

 

 

教育委員  

教育長 

 

教育委員  

 

教育長 

教育委員 

教育長 

教育委員  

教育長 

教育委員  

教育長 

 

教育委員  

教育長 

 

教育委員  

 

教育長 

 

 

 

 

事務局 

教育長 

教育委員  

小学生の降ろし忘れ等の防止について、バス会社はどのように対応しているのか。  

運転手が確認をしていると思う。利用開始にあたってはバス会社や地域づくり推進課との丁寧な協

議をしていく。  

保護者との打ち合わせも必要ではないか。朝は乗車時に保護者が連絡をするようになっているが、

降園時はどうしていくのか。  

バスに乗ったことを、迎えに出る人に連絡を入れていくようにする。 

乗車時だけでなく、降車時の確認事項も必要である。  

帰りは園の前から職員が乗車させていく。  

帰りのバスの時間は何時なのか。  

１５時のバスと決まっている。それ以降だと園に迎えにきてもらうようになる。  

４月以降の利用者は何名か。  

今とあまり変わらないと思うが、始まってみないとわからない。  

その他、質問はあるか。  

なし。  

それでは、議案３号認定こども園にちなん十色通園時町営バス利用要綱を一部改定することについ

て、承認を求める。 

異議なし  

 

日程第３議案第４号と日程第４議案第５号は関連があるため、まとめて審議いただきたい。  

日程第３  議案第４号  日南町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について 

日程第４  議案第５号  日南町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定

について 

※資料により内容説明  

何か質問はあるか。  

特になし。  
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日程第５ 

議案第６号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議・報告  

 

 

教育長 

事務局 

 

 

教育長 

教育委員  

教育長 

 

 

教育委員  

 

教育長 

事務局 

教育長 

教育委員  

事務局 

 

教育長 

教育委員  

教育長 

事務局 

 

事務局 

 

 

 

議案５号には「特定」がついている。説明を求める。  

議案４号は児童福祉法が上位法であり、議案５号は子ども子育て支援法が上位法である。「特定」は国

の基準を満たしていると自治体が確認し、事業者として認められた事業者を「特定乳児等通園支援事業

者」と位置付けるという意味となっている。  

その他、質問はあるか。  

なし。  

では、議案第４号日南町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて及び議案第５号日南町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて承認を求める。  

異議なし 

 

日程第５  議案第６号  区域外就学の認定について  

※資料により内容説明  

何か質問はあるか。  

町外の子どもが日南町のこども園に通園する場合には手続きは必要ないか。  

広域入所という形で、町と町との契約になり、お金のやりとりが発生する。義務教育に関してはお金の

やり取りは発生しない。  

他に質問はあるか。  

特になし。  

では、議案第６号区域外就学の認定について、承認を求める。  

異議なし。 

 

協議・報告  

○いじめ・不登校について  

※非公開  

○幼児・学校教育室より  
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教育長 

教育委員  

 

事務局 

こども園の医療的ケア児２名は、就学や進級の対応について医大でカンファレンスを行った。山の上の

園児は２月に入り、本園での生活に慣れてきている。小学校では２月１２日に、年長児の体験入学が行

われた。年長児が５年生と１年生、それぞれと交流し、その後、５年生と年長児がペアになり学校案内

等を行った。１年生に鉛筆の持ち方や字の書き方を教えてもらったり、給食の盛り付け体験も行ったり

した。園児が小学校に対して全く未知な状態ではなく、体験したことが積み上がった状態で入学できる

ということを学校の先生と共有できた。新１年生は１７名の予定である。中学校では明日１７日に体験

入学としてふれあい教室が行われる。１月から入試が始まり、現在私立１名、高専１名、県立８名計１

０名が内定している。  

 

○人権センターより  

３月１７日１５時より文化センターにて、多文化共生社会の講演会を開催する。ぜひご参加をお願いし

たい。  

質問はあるか。  

なし。  

 

○教育委員会等の開催予定について  

第３回 ２月２７日（金）  午後３時３０分  第３会議室  

 

 

以上で第２回教育委員会を閉じる。  

 

会議の経過を記載し、相違ないことを証するためにここに署名する。              

                                              日南町教育委員会  教育委員  


